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(54)【発明の名称】 非侵襲的な生体温度の測定装置及びその方法

(57)【要約】
【課題】 非侵襲的な生体温度の測定装置及び方法を提
供する。
【解決手段】 生体の測定部位から放射される電磁波信
号を受信する信号受信部と、前記信号受信部より入力さ
れる電磁波信号を処理して電波量を出力する信号処理部
と、生体の測定部位の導電率または誘電率を測定してそ
の測定値を送信する媒質特性測定部と、生体の導電率ま
たは誘電率による複数の電波量に対する温度変換テーブ
ルを貯蔵しているデータベースを含み、導電率または誘
電率の測定値及び前記電磁波信号の電波量に基づき該当
温度を選択する温度変換部と、を備えることを特徴とす
る生体温度の測定装置。よって、生体の媒質特性に合う
電波量に対する温度変換テーブルを提供して変換された
温度への信頼性を向上させ、且つ、人体の異常を早期に
発見することができる。



(2) 特開２００３－２９４５３５

10

20

30

40

50

1
【特許請求の範囲】
【請求項１】 生体の測定部位から放射される電磁波信
号を受信する信号受信部と、
前記信号受信部より入力される前記電磁波信号を処理し
て電波量を出力する信号処理部と、
前記生体の測定部位の導電率または誘電率を測定してそ
の測定値を送信する媒質特性測定部と、
前記生体の導電率または誘電率による複数の電波量に対
する温度変換テーブルを貯蔵しているデータベースを含
み、前記導電率または誘電率の測定値及び前記電磁波信
号の電波量に基づき該当温度を選択する温度変換部と、
を備えることを特徴とする生体温度の測定装置。
【請求項２】 前記信号受信部は、
前記電磁波信号を受信する受信器と、
前記電磁波信号を前記受信器から前記信号処理部へと伝
送する伝送線と、を備えることを特徴とする請求項１に
記載の生体温度の測定装置。
【請求項３】 前記受信器は、アンテナまたはプローブ
であることを特徴とする請求項２に記載の生体温度の測
定装置。
【請求項４】 前記信号処理部は、
前記信号受信部より入力される前記電磁波信号を増幅す
る増幅器と、
前記電磁波信号のうち所定の周波数帯域の信号値を抽出
するフィルターと、
一定の温度に関する基準信号を保持するノイズ源と、
前記抽出された信号と前記基準信号とを一定の間隔に切
り替えて次の段階へ連結するスイッチと、
前記抽出された信号を一方向に進め、回路端間の整合を
保持するアイソレータと、
前記抽出された信号の包絡線を検出するためのディテク
タと、を備えることを特徴とする請求項１に記載の生体
温度の測定装置。
【請求項５】 前記温度変換部は、
前記複数の電波量に対する温度変換テーブルを貯蔵する
データベースを有する情報貯蔵部と、
前記情報貯蔵部において測定された前記導電率または誘
電率に対応する適正温度変換テーブルを選択し、前記温
度変換テーブルから前記信号処理部より入力される前記
電磁波の電波量に対応する温度を選択する情報処理部
と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の生体温
度の測定装置。
【請求項６】 前記媒質特性測定部は、
特定の周波数帯域の電磁波信号を発生させる信号発生器
と、
前記電磁波信号を前記生体に送信する送信器と、
前記生体の測定部位を通過した前記電磁波信号を受信す
る受信器と、
前記受信器の電磁波信号を入力されてこれを処理する信
号処理器と、 *
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*前記信号発生器及び前記信号処理器を制御する制御器
と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の生体温
度の測定装置。
【請求項７】 前記受信器は、前記生体の測定部位から
反射される電磁波信号を受信することを特徴とする請求
項６に記載の生体温度の測定装置。
【請求項８】 前記温度変換部において選択された温度
を外部に表示する表示装置をさらに備えることを特徴と
する請求項１に記載の生体温度の測定装置。
【請求項９】 生体の測定部位から放射される電磁波信
号を受信する信号受信段階と、
前記受信された電磁波信号から電波量を抽出する信号処
理段階と、
前記生体の測定対象上の導電率または誘電率を測定する
媒質特性測定段階と、
前記信号処理段階の電波量と、前記媒質特性測定段階の
前記導電率または誘電率とに基づき前記生体の温度を選
択する温度変換段階と、を含むことを特徴とする生体温
度の測定方法。
【請求項１０】 前記信号処理段階は、
前記電磁波信号の雑音を除去する段階と、
前記電磁波信号の特定の周波数帯域を抽出する段階と、
前記抽出された信号値を増幅する段階と、を含むことを
特徴とする請求項９に記載の生体温度の測定方法。
【請求項１１】 前記媒質特性測定段階は、
前記生体の測定部位に特定の周波数帯域の電磁波信号を
照射する段階と、
前記生体の測定部位を通過した電磁波信号を送信する段
階と、
前記送信された電磁波信号から導電率または誘電率を算
出する段階と、を含むことを特徴とする請求項９に記載
の生体温度の測定方法。
【請求項１２】 前記温度算出段階は、
あらかじめ貯蔵された複数の電波量に対する温度変換テ
ーブルのうち前記導電率または誘電率に該当する特定の
温度変換テーブルを選択する段階と、
前記温度変換テーブルから前記電磁波の電波量に該当す
る特定温度を算出する段階と、を含むことを特徴とする
請求項９に記載の生体温度の測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は生体温度の測定装置
及び方法に係り、より詳細には、媒質の電磁波特性を用
いて生体の内部温度を測定する非侵襲的な生体温度の測
定装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】人体の異常を早期に発見して治療するた
めに、生体の内部から放射されるマイクロ波を測定して
生体の内部の温度を非侵襲的に計測する装置及び方法に
関する多くの研究がなされつつある。媒質の温度が絶対
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温度０Ｋ以上であれば、黒体輻射の原理により電磁波が
放射される。媒質が生体である場合、生体の内部から放
射される電磁波信号は皮膚の外部に放射される。生体の
所定部位から放射された電磁波を測定してこれを温度に
変換すれば、正常温度より高い異常組織の温度を検出す
ることができ、生体の異常を早期に発見することができ
る。
【０００３】マイクロ波測定法を用いる従来の生体内部
温度の測定方法については、“Ｒａｄｉｏｍｅｔｒｉｃ
 ｓｅｎｓｉｎｇ ｏｆ ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ ｌａｙｅ
ｒｅｄ ｍｅｄｉａ”（Ｒａｄｉｏ Ｓｃｉｅｎｃｅ, １
９８３）, “Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ ｒａｄｉｏｍｅｔｅ
ｒｓ ｆｏｒ ｎｏｎ－ｉｎｖａｓｉｖｅ ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔｓ ｏｆ ｓｕｂｓｕｒｆａｃｅ ｔｉｓｓｕ
ｅ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ”（Ａｕｔｏｍｅｄｉｃａ,
 １９８７, Ｖｏｌ．８, ｐａｇｅｓ ２０３－２１１）
と、米国特許第５,１４９,１９８号公報、米国特許第
５,９４９,８４５号公報に開示されている。
【０００４】図１は、米国特許第５,１４９,１９８号公
報に開示された試片の温度を測定するためにマイクロウ
ェーブラジオメータを採用する装置の機能的な構成図で
ある。
【０００５】図１を参照すれば、試片１００は、その温
度及び組成物質による関数である強度と周波数スペクト
ル分布とを有する電磁波放射１０２を放出する。この周
波数スペクトル分布は、マイクロウェーブアンテナ手段
１０４が反応する部分を含むマイクロウェーブ間隔を有
する。試片１００の温度はマイクロウェーブアンテナ手
段１０４により感知され、このマイクロウェーブアンテ
ナ手段１０４は、マイクロウェーブ間隔内の電磁波放射
１０２の部分を受信するために試片１００と連結された
空間的な関係を有するように位置する。
【０００６】マイクロウェーブラジオメータ１０５は、
マイクロウェーブ受信器１０６と、マイクロウェーブノ
イズ源１０８及び温度測定器１１０を備え、基準マイク
ロウェーブノイズ源１０８からの出力強度に対するマイ
クロウェーブアンテナ手段１０４からのマイクロウェー
ブノイズ出力の相対的な強度を比較する。試片１００の
温度は、入力として適用されるマイクロウェーブ受信器
１０６からの出力に対応して温度測定器１１０により検
出される。
【０００７】前記従来の生体温度の測定装置は、図２に
示されたように、特定の媒質に対する温度変換グラフか
ら得られる温度変換テーブルをあらかじめ貯蔵してお
き、測定された放射強度による温度を見つける。
【０００８】図２を参照すれば、放射強度と温度との関
係は、線形比例関係にあることが分かる。すなわち、放
射強度が高まるに伴い検出される温度も線形的に上が
る。このため、特定の放射強度に対応する特定の温度を
選択することができる。但し、示されたグラフは特定の
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誘電率または導電率を有する生体の所の部位に限って適
用でき、同じ生体であっても誘電率または導電率が変わ
れば他のグラフを用いることが好ましい。
【０００９】図３に示されたように、誘電率と導電率と
が異なる場合、同じ温度による放射量には違いが出るた
め、単一の温度変換テーブルを用いれば、測定された放
射強度の温度への変換中に誤りが生じる恐れがある。
【００１０】例えば、誘電率が４９．８である生体の所
定の部位に対して測定された受信電力が４×１０－１６

Ｗである場合、ｆ１のグラフを正常に適用すれば変換さ
れた温度は４６．５℃である。これに対し、同じ受信電
力下でｆ２のグラフを適用すれば３８℃に温度が変換さ
れるために、おおよそ８．５℃の偏差が生じてしまう。
【００１１】特に、誘電率と導電率とが各々９．８～５
１．３Ｓ／ｍ、０．３７～３．４Ｓ／ｍと大きい偏差を
示す乳房の温度を測定する場合、単一の温度変換テーブ
ルを用いれば、誘電率と導電率との違いによる放射強度
の偏差が補正できず、換算された温度間に大きい偏差が
できてしまう。従って、異常の組織として判別されるべ
き組織が正常組織として判定される場合があり、生体の
異常が発見できなくなる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明が解決
しようとする技術的な課題は、上述した従来の技術の問
題点を改善するために、生体の内部温度の測定に対する
信頼性を高めた生体温度の測定装置及び方法を提供する
ことである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】前記技術的な課題を達成
するために、本発明は、生体の測定部位から放射される
電磁波信号を受信する信号受信部と、前記信号受信部よ
り入力される前記電磁波信号を処理して電波量（emitte
d radiation power）を出力する信号処理部と、前記生
体の測定部位の導電率または誘電率を測定してその測定
値を送信する媒質特性測定部と、前記生体の導電率また
は誘電率による複数の電波量に対する温度変換テーブル
を貯蔵しているデータベースを含み、前記導電率または
誘電率の測定値と前記電磁波信号の電波量とに基づき該
当温度を選択する温度変換部と、を備えることを特徴と
する生体温度の測定装置を提供する。
【００１４】前記信号受信部は、前記電磁波信号を受信
する受信器と、前記電磁波信号を前記受信器から前記信
号処理部へと伝送する伝送線と、を備える。
【００１５】前記受信器は、アンテナまたはプローブで
ある。
【００１６】前記信号処理部は、前記信号受信部より入
力される前記電磁波信号を増幅する増幅器と、前記電磁
波信号のうち所定の周波数帯域の信号値を抽出するフィ
ルターと、一定の温度に関する基準信号を保持するノイ
ズ源と、前記抽出された信号と前記基準信号とを一定の
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間隔に切り替えて次の段階に連結するスイッチと、前記
抽出された信号を一方向に進め、回路端間の整合を保持
するアイソレータと、前記抽出された信号の包絡線を検
出するためのディテクタと、を備える。
【００１７】前記温度変換部は、前記複数の電波量に対
する温度変換テーブルを貯蔵するデータベースを有する
情報貯蔵部と、前記情報貯蔵部において測定された前記
導電率または誘電率に対応する温度変換テーブルを選択
し、前記温度変換テーブルから前記信号処理部より入力
される前記電磁波の電波量に対応する温度を選択する情
報処理部と、を備える。
【００１８】前記媒質特性測定部は、特定の周波数帯域
の電磁波信号を発生させる信号発生器と、前記電磁波信
号を前記生体に送信する送信器と、前記生体の測定部位
を通過した前記電磁波信号を受信する受信器と、前記受
信器の電磁波信号を入力されてこれを処理する信号処理
器と、前記信号処理器を制御する制御器と、を備える。
【００１９】前記受信器は、前記生体の測定部位から反
射される電磁波信号を受信する。
【００２０】好ましくは、本発明による生体温度の測定
装置は、前記温度変換部において選択された温度を外部
に表示する表示装置をさらに備える。
【００２１】前記技術的な課題を達成するために、本発
明はまた、生体の測定部位から放射される電磁波信号を
受信する信号受信段階と、前記受信された電磁波信号か
ら電波量を抽出する信号処理段階と、前記生体の測定部
位の導電率または誘電率を測定する媒質特性測定段階
と、前記信号処理段階の電波量と、前記媒質特性測定段
階の前記導電率または誘電率とに基づき前記生体の温度
を選択する温度変換段階と、を含むことを特徴とする生
体温度の測定方法を提供する。
【００２２】前記信号処理段階は、前記電磁波信号の雑
音を除去する段階と、前記電磁波信号の特定の周波数帯
域を抽出する段階と、前記抽出された信号値を増幅する
段階と、を含む。
【００２３】前記媒質特性測定段階は、前記生体の測定
部位に特定の周波数帯域の電磁波信号を照射する段階
と、前記生体の測定部位を通過した電磁波信号を送信す
る段階と、前記送信された電磁波信号から導電率または
誘電率を算出する段階と、を含む。
【００２４】前記温度算出段階は、あらかじめ貯蔵され
た複数の電波量に対する温度変換テーブルのうち前記導
電率または誘電率に該当する特定の温度変換テーブルを
選択する段階と、前記温度変換テーブルから前記電磁波
の電波量に該当する特定温度を算出する段階と、を含
む。
【００２５】本発明は、誘電率または導電率に対する温
度変換テーブルをあらかじめラジオメータにデータベー
スとして貯蔵しておき、該当媒質の誘電率または導電率
を測定した後、測定された電磁波は測定された定数に対
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応する温度変換テーブルの温度に変換される。従って、
生体の内部の温度を測定するに当たって、その測定値の
信頼性を高めることができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づき、本
発明の実施の形態による非侵襲的な生体温度の測定装置
及び方法について詳細に説明する。ここで、各図面の構
成要素に参照符号を付するに当たって、同じ構成要素に
対してはたとえ他の図面上に示されても同じ符号が使用
されているのに留意しなければならない。
【００２７】図４は、本発明の実施の形態による非侵襲
的な生体温度の測定装置を示すブロック図である。
【００２８】図４を参照すれば、本発明の実施の形態に
よる非侵襲的な生体温度の測定装置は、人体１０の測定
部位から放射された電磁波信号を受信する信号受信部１
１と、信号受信部１１の電磁波信号とノイズ源の基準信
号とを切り替えて回路端間の整合のためにアイソレータ
を通過させ、特定の周波数帯域の電磁波信号を通過させ
るようにろ過を行い、ろ過された信号を増幅し、包絡線
を検出する信号処理部１３と、前記人体１０の測定部位
の導電率または誘電率を測定してその測定値を前記温度
変換部１５に送信する媒質特性測定部１７と、複数の電
波量に対する温度変換テーブルを貯蔵しているデータベ
ースを含んで、前記導電率または誘電率に対応する温度
変換テーブルを選択し、前記温度変換テーブルから信号
処理部１３より入力される前記電磁波の電波量に対応す
る温度を選択する温度変換部１５と、を備える。
【００２９】信号受信部１１は、人体１０などの生体の
測定部位から放射される特定の周波数帯域の電磁波を受
信する。信号受信部１１は、電磁波信号を受信するアン
テナ、プローブあるいは伝送線を含む受信器と、電磁波
信号を前記受信器から前記信号処理部１３へと伝送する
伝送線と、を備える。
【００３０】信号受信部１１に備えられるアンテナ２１
が図５に示してある。アンテナ２１は、人体１０と接触
して人体１０の測定部位から放射される電磁波を受信す
る。
【００３１】図５を参照すれば、アンテナ２１はｚ軸に
沿って整列されており、人体１０のｐ点から放射される
電磁波信号を受信し、この受信された電磁波信号を伝送
線を介して信号処理部１３に伝送する。ｐ点から放射さ
れた電磁波は楕円形２３をなしつつ皮膚の深さＤ

ｆ
まで

浸透している。このように、人体１０の特定の部位から
放出される電磁波は前記特定の部位の導電率及び誘電率
に応じて皮膚に対する浸透の深さが異なってくるが、こ
れについては図９のところで後述する。
【００３２】アンテナ２１により受信された電磁波信号
は、伝送線を介して信号処理部１３に伝送される。信号
処理部１３は、温度変換部１５における信号処理を容易
ならしめるために、信号受信部１１より入力された電磁
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7
波信号を増幅する増幅器と、前記電磁波信号のうち所定
の周波数帯域の信号値を抽出するフィルターと、一定の
温度に関する基準信号を保持するノイズ源と、前記抽出
された信号と前記基準信号とを一定の間隔に切り替えて
次の段階に連結するスイッチと、前記抽出された信号を
一方向に進め、回路端間の整合を保持するアイソレータ
と、前記抽出された信号の包絡線を検出するためのディ
テクタと、を備えてなる。
【００３３】温度変換部１５は、あらかじめ貯蔵された
電波量に対する温度変換テーブル１５－１のうち媒質特
性測定部１７から伝送される誘電率または導電率に該当
する温度変換テーブルを選択（１５－２）し、前記特定
の温度変換テーブルから信号処理部１３より伝送された
測定信号の電波量に該当する温度を算出する。
【００３４】温度変換部１５は、ソフトウェアのように
電波量に対する温度変換テーブル１５－１を貯蔵するデ
ータベースを有する情報貯蔵部と、マイコンのように前
記情報貯蔵部から前記誘電率または導電率に対応する特
定の温度変換テーブルを選択し、前記温度変換テーブル
を用いて前記電波量による温度を算出する情報処理部
と、算出された温度を表示する表示装置と、を備えてな
る。
【００３５】図７には、温度変換テーブルを貯蔵するデ
ータベース１５－１の一例が示してある。
【００３６】図７を参照すれば、物質Ａの放射強度に対
する温度変化はｇ２として、物質Ｂの放射強度に対する
温度変化はｇ１として、そして物質Ｃの放射強度に対す
る温度変化はｇ３として各々示されている。
【００３７】例えば、物質Ａの放射強度が５０Ｗ・ｍ
－２・Ｈｚ－１・ｓｒ－１である場合、物質Ａの温度
は、物質Ａの温度変換テーブルであるグラフｇ２を参照
するときに約３４℃になることが分かる。同じ放射強度
下における物質Ｂの温度は、グラフｇ１を参照するとき
に約３３℃となり、物質Ｃの温度はグラフｇ３を参照す
るときに約３５℃となる。同じ放射強度下において物質
Ａから測定された電磁波信号に対して物質Ｂまたは物質
Ｃの温度変換テーブルであるグラフｇ１またはｇ３を適
用すれば、物質Ａの実際の温度とは異なる温度値が選択
される。
【００３８】このような誤差を除去するために、本発明
においては、特別に媒質特性測定部１７を設けて測定部
位の媒質特性を測定し、これによる温度変換テーブルを
選択するようにしている。図７に示されたように、物質
Ａ、Ｂ及びＣによる温度変換テーブルのうち特定の温度
変換テーブルを選択するためには、物質の特性に関する
情報が必ず必要となるためである。
【００３９】媒質特性測定部１７は、測定部位の媒質特
性である誘電率及び導電率を測定してその測定値を温度
変換部１５に伝送する。図８Ａ及び図８Ｂは各々、透過
型及び反射型の媒質特性測定部１７を示している。 *

8
*【００４０】図８Ａを参照すれば、透過型の媒質特性測
定部１７は、特定の周波数帯域の電磁波信号を発生させ
る信号発生器１７－３と、前記発生された電磁波信号を
人体の所定部位に照射する送信器１７－１と、送信器１
７－１から放射されて人体１０の組織を透過した電磁波
信号を受信する受信器１７－２と、受信器１７－２の出
力値を処理する信号処理器１７－５と、信号発生器１７
－３から放射される電磁波信号及び信号処理器１７－５
により受信された電磁波を制御する制御器１７－４と、
を備えてなる。制御器１７－４は、送受信すべき信号の
量及びタイミングを制御する。
【００４１】図８Ｂに示されたように、反射型の媒質特
性測定部１７′は、前記透過型の媒質特性測定部１７と
同じ構成要素、すなわち信号発生器１７－３′、送信器
１７－１′、受信器１７－２′、信号処理器１７－５′
及び制御器１７－４′を備えるものの、送信器１７－
１′と受信器１７－２′とが一体に形成されて生体の所
定の部位１０′から反射された電磁波信号を受信すると
いう点で違いがある。
【００４２】信号受信部１１の電磁波信号を信号処理部
１３において処理した後に温度変換部１５に送ると同時
に、媒質特性測定部１７において測定された誘電率及び
導電率を温度変換部１５に送れば、温度変換部１５にお
いては、あらかじめ貯蔵された電波量に対する温度変換
テーブルのうち該当電波量に対する温度変換テーブルを
選択し、測定された誘電率及び導電率に対応する温度を
サーチする。
【００４３】本発明の実施の形態による生体温度の測定
装置及び方法においては、電波量は、下記式１のように
誘電率または導電率に応じて変わるという原理に基づ
く。
【数１】

ここで、B
f
はプランク法則及びレイリー・ジーンズ（Ｒ

ａｙｌｅｉｇｈ－Ｊｅａｎｓ）法則に従う温度による電
磁波の放射量を表わし、Ｔは絶対温度Ｋを表わし、λは
波長ｍを表わし、そしてαは、前記式２として与えられ
る減衰定数である。
【００４４】
【数２】

ここで、σは導電率であり、εは誘電率であり、ω=2π
fである。そしてｋは波数である。
【００４５】すなわち、電波量が導電率または誘電率に
依存するので、生体の所定部位の特定の導電率または誘
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9
電率を測定することにより正確な電波量を検出すること
ができる。また、検出された電波量は前記式１による温
度に対する関数であるため、逆に電波量による温度を算
出することができる。
【００４６】図９は、誘電率の変化による生体の放射電
波量B

r
、受信電波量B

fr
及び電磁波が浸透する皮膚の深

さD
f
の変化を示している。

【００４７】図５及び図９のｈ１を参照すれば、誘電率
が大きくなるほど電磁波の皮膚への浸透深さが浅くなる
ことが分かる。すなわち、誘電率が１０である場合にD

f

は約５５ｍｍであるのに対し、誘電率が５５である場合
にD

f
は約１０ｍｍである。

【００４８】図９のｈ３を参照すれば、放射電波量は、
誘電率が１０である場合に約２×１０－１５に留まって
いて、誘電率が５５である場合に約１５×１０－１５へ
と線形的に増加している。これによる受信電波量は、ｈ
２を参照すれば、誘電率が１０である場合から６０であ
る場合までおおよそ１０－１５に保持している。
【００４９】図１０は、本発明の実施の形態による生体
温度の測定装置の温度変換テーブルを求めるための実験
装置を示している。
【００５０】図１０に示されたように、温度調節が可能
な水槽１０′に蒸留水または蒸留水５４．８８％と、ジ
エチレングリコールモノブチルエーテル（ＤＧＢＥ）４
４．９１％及び塩０．２１％の混合溶液の媒質を入れ、
温度計１９、媒質特性測定部１７及びラジオメータ１２
を用いて前記媒質の温度を測定する。
【００５１】まず、物質Ａである蒸留水（誘電率８０、
導電率４.５）及び物質Ｂである混合溶液（誘電率４
０、導電率１.３５）に対して温度計１９及びラジオメ
ータ１２を用いて温度を測定し、温度変換テーブルを図
１１に示されたように作成する。Ｉ１は物質Ａの放射強
度に対する温度変換テーブルであり、Ｉ２は物質Ｂの放
射強度に対する温度変換テーブルである。
【００５２】蒸留水に対する温度変換テーブルＩ１を用
い、蒸留水及び混合溶液の温度を変えつつ温度計及びラ
ジオメータを用いてその温度を測定した結果が各々図１
２及び図１３に示してある。
【００５３】図１２に示されたように、蒸留水に対する
温度変換テーブルＩ１を用いる場合、蒸留水に対する温
度計の測定値Ｊ２とラジオメータの測定値Ｊ１とがほと
んど同一に算出されるため、蒸留水に対する温度変換テ
ーブルＩ１の算出温度への信頼度が高いということが分
かる。
【００５４】しかしながら、混合溶液の温度を変えつつ
蒸留水に対する温度変換テーブルＩ１を誤って用いる場
合、図１３に示されたように、混合溶液の温度変化の測
定値が温度計による測定値ｋ２とラジオメータによる測
定値ｋ１とで偏差が生じることが分かる。
【００５５】さらに、混合溶液に対する温度変換テーブ
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ルＩ２を用い、温度計Ｌ２及びラジオメータＬ１を用い
て混合溶液の温度変化を測定すれば、図１４に示された
ように、偏差が大いに減って混合溶液の温度変換テーブ
ルＩ２が信頼できるものであることが分かる。
【００５６】図１０ないし図１４による実験の結果か
ら、生体の特性に合う正確な温度変換テーブルを用いな
ければ、生体の電波量による正確な温度が算出できない
ことが分かる。
【００５７】以下、図１５ないし図１７に基づき、本発
明の実施の形態による生体温度の測定方法について詳細
に説明する。
【００５８】図１５を参照すれば、生体温度を測定する
ために、まず、生体の所定部位から放射される電磁波信
号を受信する（第１０１段階）。前記受信された電磁波
信号から雑音を除去し、ろ過及び増幅を行った（第１０
３段階）後の出力値と、媒質特性（導電率または誘電
率）とを測定し（第１０５段階）、検出された測定信号
の両情報を該当する温度に変換する（第１０７段階）。
【００５９】媒質特性を測定する第１０５段階は、図１
６に示されたように、生体組織に電磁波信号を照射する
第１１１段階と、前記生体組織を通過、すなわち透過ま
たは反射した電磁波信号を送信する第１１３段階と、前
記電磁波信号から導電率または誘電率を算出する第１１
５段階とを含んでなる。
【００６０】温度を変換する第１０７段階は、図１７に
示されたように、測定された媒質の特性、すなわち導電
率または誘電率に該当する温度変換テーブルを選択する
第１２１段階と、前記特定の温度変換テーブルから第１
０３段階における電磁波出力値に対応する特定の温度を
算出する第１２３段階とを含んでなる。
【００６１】本発明の実施の形態による生体温度の測定
装置及び方法は、生体媒質の特性、すなわち導電率及び
誘電率に応じて相異なる電波量に対する温度変換テーブ
ルを提供することにより、算出温度の信頼性を高めるこ
とができる。
【００６２】以上の説明において多くの事項が具体的に
記載されているが、これらは発明の範囲を限定するもの
であるよりは、好適な実施の形態の例示として解釈され
なければならない。例えば、本発明が属する技術分野に
おける当業者であれば、本発明の技術的な思想により、
媒質特性を表わす電気的な特性値である導電率または誘
電率の代わりに他の測定値を用いることができるであろ
う。それゆえ、本発明の範囲は説明された実施の形態に
より定められるものではなく、特許請求の範囲に記載さ
れた技術的な思想によって定められるべきである。
【００６３】
【発明の効果】上述したように、本発明による非侵襲的
な生体温度の測定装置及び方法によれば、生体の測定部
位の媒質特性に合う導電率または誘電率による電波量に
対する温度変換テーブルを提供することにより、測定さ



(7) 特開２００３－２９４５３５

10

20

11
れた電波量に対する正確な温度を提供して変換された温
度の信頼性を高めることができ、人体の異常を早期に発
見して治療することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  米国特許第５,１４９,１９８号公報に開示さ
れた試片の温度を測定するためにマイクロウェーブラジ
オメータを採用する装置の機能を概略的に示す図面であ
る。
【図２】  従来の生体温度変換テーブルを示すグラフで
ある。
【図３】  生体媒質の誘電率及び導電率に対する温度変
化による生体の放射エネルギーの変化を示すグラフであ
る。
【図４】  本発明の実施の形態による生体温度の測定装
置のブロック図である。
【図５】  生体組織に対するアンテナ放射パターンを示
す図面である。
【図６】  本発明の実施の形態による生体温度の測定装
置の温度変換部を示すブロック図である。
【図７】  本発明の実施の形態による生体温度の測定装
置の温度変換部の温度変換テーブルを示すグラフであ
る。
【図８Ａ】  本発明の実施の形態による生体温度の測定
装置の透過型媒体特性測定部を示す図面である。
【図８Ｂ】本発明の実施の形態による生体温度の測定装
置の反射型媒体特性測定部を示す図面である。
【図９】  誘電率及び導電率の変化による生体の放射エ*
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*ネルギー及び浸透深さの変化を示すグラフである。
【図１０】  本発明の実施の形態による生体温度の測定
装置の温度変換テーブルを得るための実施装置を示す図
面である。
【図１１】  本発明の実施の形態による生体温度の測定
装置に用いられる蒸留水及び混合溶液の温度変換テーブ
ルを示す図面である。
【図１２】  図１１の蒸留水の温度変換テーブルを用
い、ラジオメータ及び温度計により測定された混合溶液
の温度変化を示すグラフである。
【図１３】  図１１の蒸留水の温度変換テーブルを用
い、ラジオメータ及び温度計により測定された混合溶液
の温度変化を示すグラフである。
【図１４】  図１１の混合溶液の温度変換テーブルを用
い、ラジオメータ及び温度計により測定された混合溶液
の温度変化を示すグラフである。
【図１５】  本発明の実施の形態による生体温度の測定
方法を示すフローチャートである。
【図１６】  本発明の実施の形態による生体温度の測定
方法のうち媒質特性の測定方法を示すフローチャートで
ある。
【図１７】  本発明の実施の形態による生体温度の測定
方法のうち温度変換方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０  人体
２１  アンテナ
２３  楕円形

【図１】 【図５】

【図１０】
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